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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筺体内に光源とライトバルブと投射光学系と反射ミラーとスクリーンとを有する投射型
表示装置において、
　前記反射ミラーは前記投射光学系から投射された光をスクリーンへ折り返すためのミラ
ーであり、
　前記筺体の少なくとも一部が中空壁であり、前記中空壁は前記光源が生じる熱を放熱す
る放熱壁であり、
　前記光源が生じる前記熱を含む熱風を前記中空壁の中空部へ導くための導風路を有し、
　前記中空部へ導くための導風路は前記反射ミラーを有する空間を介さずに前記中空壁の
中空部に前記熱風を導く導風路であり、
　前記中空壁において放熱された風を再び前記光源へ導くための導風路を更に有し、　前
記光源へ導くための導風路は前記反射ミラーを有する空間を介さずに前記光源へ前記風を
導く導風路であることを特徴とする投射型表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投射型表示装置に関する。
【０００２】
　より具体的には光源から生じる熱を放熱させるための技術に関する。
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【背景技術】
【０００３】
　図１３は、投射型表示装置Ｄ５の構成を示した概略図である。
【０００４】
　符号５は全反射ミラー、６はスクリーン、５０は筐体、そして２０は投射ユニットであ
る。
【０００５】
　図１４は、投射ユニット２０の構成を示した概略図である。
【０００６】
　前記投射ユニット２０は、投射ランプ１、冷却ファン２、ライトバルブ３および投射レ
ンズ４を含み、光源である前記投射ランプ１からの投射光を前記ライトバルブ３で変調し
、前記投射レンズ４によってスクリーン６に対して拡大投射を行う。
【０００７】
　ここで、前記投射ユニット２０は、前記冷却ファン２の為の吸気口２０１および前記冷
却ファン２への開口部を除き、密閉構造としている。
【０００８】
　尚、図１４においては、説明の為、前記投射ユニット２０は、上面を開口した図を示し
ている。
【０００９】
　投射ランプとして、ショートアーク型の超高圧水銀ランプ等が多く使用される。
【００１０】
　ところで投射ランプは非常に高温になる。特に投射ランプを構成する発光管、リフレク
タ共に非常に高温になる。
【００１１】
　図１３に示すように、投射ユニット２０においても、前記投射ランプ１の近傍に前記冷
却ファン２を配置し、さらに吸気口２０１を形成することで、前記冷却ファン２によって
、前記投射ランプ１を冷却し、温度が上昇した熱気を前記投射ユニット２０の外部へと排
気する構成となっている。
【００１２】
　投射ランプの冷却方法として、冷却ファンを用いた特許文献１や特許文献２がある。
【特許文献１】特開平１１－３９９３４号公報
【特許文献２】特開２０００－８２３２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　図１４に示すように、Ａ１は前記吸気口２０１から吸気することで発生させた冷却風で
あるが、冷却風Ａ１は前記投射ランプ１を冷却した後、温度が上昇した熱気Ａ２となる。
【００１４】
　上述したように熱気を投射ユニット２０外部へと排気するということは筐体５０内に排
出することになりその結果筐体内の温度が上昇し、該筐体５０内に配置されている他の部
品を加熱することになり性能に影響を及ぼす。また光学ユニットに投射ランプと共に配置
されているライトバルブ３にも熱を与えてしまうことになる。
【００１５】
　その為、本発明者はこれまでに投射ランプ１を冷却した熱気Ａ２を、前記投射ユニット
２０から直接、該筐体５０に設置した排気口（不図示）を経由して装置外へと排出するこ
とを試みていた。
【００１６】
　また、その際、該筐体５０内の温度を上昇させず、筐体５０の排気口の位置を任意に設
定する為に、排気ダクト２２を用いて、前記熱気Ａ２を該装置外へと排気する構成とした
装置を検討した。
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【００１７】
　しかしながら、この熱気Ａ２によって、該筐体５０の排気口近傍に存在する物体（例え
ば接地室内の壁や家具や机や該装置にてプレゼンテーション等を行う人間等）を高温に暖
めてしまう可能性がある。
【００１８】
　よって本発明は光源が生じる熱を筐体内の物品の性能に影響を与えることなく放熱でき
且つ装置外近傍の物体を高温に暖めることが無い投射型表示装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　よって本発明は、筺体内に光源とライトバルブと投射光学系と反射ミラーとスクリーン
とを有する投射型表示装置において、
　前記反射ミラーは前記投射光学系から投射された光をスクリーンへ折り返すためのミラ
ーであり、
　前記筺体の少なくとも一部が中空壁であり、前記中空壁は前記光源が生じる熱を放熱す
る放熱壁であり、
　前記光源が生じる前記熱を含む熱風を前記中空壁の中空部へ導くための導風路を有し、
　前記中空部へ導くための導風路は前記反射ミラーを有する空間を介さずに前記中空壁の
中空部に前記熱風を導く導風路であり、
　前記中空壁において放熱された風を再び前記光源へ導くための導風路を更に有し、　前
記光源へ導くための導風路は前記反射ミラーを有する空間を介さずに前記光源へ前記風を
導く導風路であることを特徴とする投射型表示装置を提供する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、
　光源が生じる熱を筐体内の物品の性能に影響を与えることなく放熱でき且つ装置外近傍
の物体を高温に暖めることが無い投射型表示装置を提供することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明は、筺体内に光源とライトバルブと投射光学系と反射ミラーとスクリーンとを有
する投射型表示装置において、
　前記反射ミラーは前記投射光学系から投射された光をスクリーンへ折り返すためのミラ
ーであり、
　前記筺体の少なくとも一部が中空壁であり、前記中空壁は前記光源が生じる熱を放熱す
る放熱壁であり、
　前記光源が生じる前記熱を含む熱風を前記中空壁の中空部へ導くための導風路を有し、
　前記中空部へ導くための導風路は前記反射ミラーを有する空間を介さずに前記中空壁の
中空部に前記熱風を導く導風路であり、
　前記中空壁において放熱された風を再び前記光源へ導くための導風路を更に有し、　前
記光源へ導くための導風路は前記反射ミラーを有する空間を介さずに前記光源へ前記風を
導く導風路であることを特徴とする投射型表示装置である。
【００２２】
　本発明者は次のことに気づいた。
【００２３】
　筐体外に熱風を排出する場合、排出された熱は投射型表示装置外において吸収される。
【００２４】
　その際排出口付近は熱風の排出により暖められてられており、その暖められる領域は排
出口直近傍に限られる。
【００２５】
　そしてその原因を検討したところ、筐体壁が一枚の密な壁であるためであることに気づ
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いた。
【００２６】
　即ち本発明では筐体の壁を中空壁とすることに注目した。
【００２７】
　光源からの熱風を中空壁の中空部に通過させれば、中空部を構成する壁のうち筐体内部
側の壁により熱が筐体内に伝わることを防ぐことが出来、筐体外部側の壁により熱が装置
外部の物体を高温に暖めることを防ぐことが出来る。
【００２８】
　より具体的にいえば次のような利点がある。
【００２９】
　筐体壁は広い面を有している。即ち筐体外部の側の壁面を広く放熱に使うことで装置近
傍の物体を高温に暖めることが防ぐことが出来る。投射型表示装置は筐体面が広いのでそ
の広い面を自在に利用することが出来る。
【００３０】
　例えば放熱板を一枚の密な板状の壁として装置の外部に配置してもよいが、その場合意
匠的に即ち美観的に配置位置や形状を更に考慮しなければならない。また放熱板を配置す
ることによって装置全体が大きくなってしまう。これに対して本実施形態の投射型表示装
置の場合、壁自体が放熱壁である中空壁であるのでそのような放熱板の機能を壁が有する
ので装置を大きくする必要が無い。
【００３１】
　本実施形態に係る投射型表示装置において中空壁が配置される位置は筐体壁の何れの位
置でも構わない。例えば筐体全体が中空壁でもよくあるいは放熱壁として機能させたい個
所を中空壁とし、それ以外を一枚の密の壁とする構成でも良い。
【００３２】
　本実施形態に係る投射型表示装置の筐体壁として好ましい壁は、筐体内側に面する壁と
筐体外側に面する壁との間に間仕切りが設けられている構成の壁が好ましい。そのような
構成にすることにより筐体内側に面する壁と筐体外側に面する壁との間での強度が増すか
らである。
【００３３】
　より具体的には押出型材を筐体壁とすることが好ましい。その場合筐体壁の中空部を自
在に成形することが出来る。
【００３４】
　本実施形態に係る投射型表示装置の筐体の素材として金属を用いることが出来る。
【００３５】
　より好ましくはアルミニウムである。アルミニウムは軽量かつ熱伝導率が高く放熱効果
が良好であるため好ましい。更に押出型材として得られる筐体としてもアルミニウムは好
ましく用いられる素材である。
【００３６】
　本実施形態に係る投射型表示装置は熱風を装置外に排出するための開口を有しても良い
。その場合熱風は開口から装置外に排出される途中の中空壁の筐体外側に面する壁により
放熱が装置外部に対して一部行われるので開口を出た際の熱風の温度は下げられている。
【００３７】
　また本実施形態に係る投射型表示装置は、
　光源が生じる熱を含む熱風を中空壁の中空部へ導くための導風路を有し、
　中空壁において放熱された風を再び光源へ導くための導風路を有し、
　両導風路と中空壁との間で連通された領域は筐体外部に対して閉鎖されている構成でも
良い。即ち熱風を光源から中空壁へ送りそこで冷却させ、装置外に排出させること無く再
び筐体に戻して筐体内の物品（例えば光源）を冷却させるようにすることが出来る。この
場合風が装置外部に対して開放されていないので、装置外部における風による騒音が大幅
に低減される。あるいは外部からの空気を取り込まなくて済むので筐体内へのダストの侵
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入を防ぐことが出来る。
【００３８】
　以上説明したように本実施形態にかかわる投射型表示装置は光源が生じる熱を筐体内の
物品の性能に影響を与えることなく放熱でき且つ装置外近傍の物体を高温に暖めることが
無くしたがって設置位置の自由度が増した投射型表示装置を提供することが出来る。
【００３９】
　なお後述の実施例においてダクトとは風を通過させる筐体壁のことであり中空壁のこと
である。
【００４０】
　（実施例１）
　以下図１乃至図７を参照して、本発明の第一の実施例について説明する。
【００４１】
　本実施例においては、投射ランプからの投射光を透過型液晶パネルで変調し、投射レン
ズでスクリーンに変調光を拡大投射する、背面投射型液晶プロジェクタ装置の例を示す。
【００４２】
　図１は、本発明の第一の実施例における投射型表示装置Ｄ１の構成を示した概略図であ
る。
【００４３】
　図１において、２０は、投射ランプからの投射光をライトバルブで変調し、投射レンズ
で拡大投射を行う投射ユニットであり、５は前記投射ユニット２０からの投射光Ｌ２を反
射する全反射ミラー、６はスクリーン、６０は該表示装置Ｄ１の筐体である。
【００４４】
　図２は、前記投射ユニット２０の構成を示した概略図であり、前記投射ユニット２０は
、発光管１０１およびリフレクタ１０２で構成された投射ランプ１、冷却ファン２、透過
型液晶パネルであるライトバルブ３および、投射レンズ４を含み、光源である前記投射ラ
ンプ１からの投射光Ｌ１を前記ライトバルブ３で変調し、前記投射レンズ４によってスク
リーン６に対して拡大投射（Ｌ２）を行う。
【００４５】
　前記投射ユニット２０には、前記冷却ファン２によって前記投射ランプ１を冷却する為
の吸気口２０１が設置される共に、前記冷却ファン２が前記投射ランプ１の近傍に配置さ
れ、前記吸気口２０１から吸気した冷却風が、前記投射ランプ１を通過し、前記冷却ファ
ン２によって光学ユニット２０から排出されるようにそれぞれ配置されている。
【００４６】
　ここで、冷却ファン２は、吸気方向と排気方向が直交するシロッコファンを使用してい
る。
【００４７】
　また、前記光学ユニット２０は、前記冷却ファン２の為の吸気口２０１および前記冷却
ファン２の開口部を除き、密閉構造としている。
【００４８】
　前記投射ユニット２０において、前記冷却ファン２によって前記吸気口２０１から吸気
した冷却風Ａ１は、前記投射ランプ１を冷却し、温度が上昇した熱気Ａ２となる。
【００４９】
　前記筐体６０の装置前面側には、その材質が熱伝導に優れた金属であるアルミニウム合
金で、その断面形状がダクト形状６１１を含むように形成された押出型材６１が、外壁部
材として使用されている。
【００５０】
　図３および図４、図５は、前記投射ユニット２０と前記押出型材６１の構成を示した概
略図であり、図４は装置上面側から見た断面図、図５は装置側面から見た断面図を示して
いる。
【００５１】
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　但し、図３においては、説明の為、前記投射ユニット２０は、上面を開口した図を示し
ている。
【００５２】
　図３および図４、図５において、前記ダクト形状６１１には、該装置内部側に開口部６
１２が形成され、さらに該装置外部側には排気口６１３が形成されている。
【００５３】
　さらに、前記冷却ファン２の排気側と前記ダクト形状６１１の間は、前記開口部６１２
を介して前記冷却ファン２の排気側と前記ダクト形状６１１を連通させるよう、導風ダク
ト２１が設置されている。
【００５４】
　これにより、前記冷却ファン２から排出され、前記投射ランプ１を冷却し温度が上昇し
た熱気Ａ２は、前記導風ダクト２１を経由して前記ダクト形状６１１へと導風され、前記
ダクト形状６１１内部を通過した後、前記排気口６１３から該装置外部へと排出されるこ
ととなる。
【００５５】
　ここで、前記導風ダクト２１の、前記開口部６１２における前記ダクト形状６１１への
接合部においては、前記熱気Ａ２が、前記ダクト形状６１１に形成された前記排気口６１
３方向に向かって流れるように、導風形状を形成すると良い。
【００５６】
　また、前記冷却ファン２から、前記排気口６１３までの距離が長くなる為、前記冷却フ
ァン２には、高静圧のシロッコファンを用いると良い。
【００５７】
　本実施例の形態によれば、前記押出型材６１は熱伝導率が高い金属の一つであるアルミ
ニウム合金で形成されており、さらに外壁部材であるので、前記熱気Ａ２の温度に対して
低い温度の外気に面している。
【００５８】
　つまり前記押出型材６１は、前記熱気Ａ２が通過する際に、その熱伝導効果によって、
前記ダクト形状６１１内部を受熱面とし、前記外気に面している面を放熱面とした、放熱
部材として作用する。
【００５９】
　これにより、前記熱気Ａ２が前記排気口６１３から、該筐体６０外部へと排出される際
の温度は、前記冷却ファン２から排出された時点での温度と比較して低くなる為、該筐体
６０の前記排気口６１３近傍に設置された、他の構造物の温度を上昇させ損傷させる可能
性や、前記排気口６１３近傍にいるユーザーに、不快感を与える可能性や火傷等を負わせ
る危険性等の問題点を低減する事が可能となる。
【００６０】
　尚、本実施例においては前記押出型材の材質としてアルミニウム合金を一例として挙げ
たが、これに限定されるものではなくマグネシウム合金等他の金属を使用しても良い。
【００６１】
　また、本実施例においては、装置前面側の外壁部材である押出型材６１を使用し、前記
排気口６１３を装置側面に配置しているが、これに限定されるものではなく、どの外壁面
を使用しても良く、また、排気口の位置も任意に設定して良い。
【００６２】
　さらに、複数の押出型材にダクト形状を形成して、ダクト形状部を連結しても良く、こ
の場合は、少なくとも一つの押出型材を熱伝導率の高い金属を材料とすれば良い。
【００６３】
　また、本発明は、背面投射型表示装置に限定されるものではなく、前面投射型表示装置
に使用しても良い。
【００６４】
　（実施例２）
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　以下図６および図７を参照して、本発明の第二の実施例について説明する。
【００６５】
　尚、本実施例の構成は、第一の実施例とほぼ同等であり、共通の構成要素については、
第一の実施例と同符号を付与し説明は省略する。
【００６６】
　本実施例においては、装置Ｄ２の筐体前面側には、その材質が熱伝導に優れた金属であ
るアルミニウム合金で、その断面形状が、補助部材７２と組み合わせる事でダクト形状７
１１を構成するように形成された押出型材７１が、外壁部材として使用されている。
【００６７】
　図６および図７は、前記投射ユニット２０と前記押出型材７１の構成を示した概略図で
あり、図７は装置側面から見た断面図である。
【００６８】
　装置Ｄ２において、前記補助部材７２は該筐体内側に配置され、かつ前記押出型材７１
と比較して熱伝導率の低い材料、例えばＡＢＳ等のプラスチック部材を使用する。
【００６９】
　これにより、本実施例の形態によれば、前記第一の実施例における効果に加え、前記補
助部材７２は、前記押出型材７１と比較して熱伝導率が低い為、放熱部材としての作用が
小さくなり、前記熱気Ａ２の熱が装置内部側へ放熱されることを低減でき、該装置内の温
度が上昇してライトバルブ３等、該装置内の他部品の性能に及ぼす影響を低減できる。
【００７０】
　尚、ここで、前記補助部材７２と前記導風ダクト２２を一体化しても良い。
【００７１】
　（実施例３）
　以下図８乃至図９を参照して、本発明の第三の実施例について説明する。
【００７２】
　尚、本実施例の構成は、第一、第二の実施例とほぼ同等であり、共通の構成要素につい
ては、第一、第二の実施例と同符号を付与し説明は省略する。
【００７３】
　本実施例においては、装置Ｄ３の装置前面側には、その材質が熱伝導に優れた金属であ
るアルミニウム合金で、その断面形状がダクト形状８１１を含むように形成された押出型
材８１が、外壁部材として使用されている。
【００７４】
　図８および図９は、記投射ユニット２０と前記押出型材８１の構成を示した概略図であ
り、図９は装置側面から見た断面図である。
【００７５】
　装置Ｄ３において、前記押出型材８１は、前記熱気Ａ２が通過する前記押出型材８１の
筐体外部側、つまり前記押出型材８１が外気と接する放熱面が、フィン形状となるように
断面形状８１４を形成した。
【００７６】
　これにより、本実施例の形態によれば、前記第一または第二の実施例における効果に加
え、前記フィン形状によって、外気と接する放熱面の表面積が増える為、前記押出型材８
１の放熱部材としての効果を向上させることが可能となる。
【００７７】
　（実施例４）
　以下図１０および図１１を参照して、本発明の第四の実施例について説明する。
【００７８】
　尚、本実施例の構成は、第一乃至第三の実施例とほぼ同等であり、共通の構成要素につ
いては、第一乃至第三の実施例と同符号を付与し説明は省略する。
【００７９】
　本実施例においては、装置Ｄ４の装置前面側には、前述の第一の実施例と同じく、その
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材質が熱伝導に優れた金属であるアルミニウム合金で、その断面形状がダクト形状６１１
を含むように形成された押出型材６１が外壁部材として使用され、さらに前記押出型材６
１に放熱部材９１を接合している。
【００８０】
　図１０および図１１は、前記投射ユニット２０と前記押出型材６１、前記放熱部材９１
の構成を示した概略図であり、図１１は装置側面から見た断面図である。
【００８１】
　Ｄ４においては、前述の第三の実施例に示したように、ダクト形状部を形成した押出型
材にフィン形状を形成するのではなく、前記熱気Ａ２が通過する前記押出型材６１の筐体
外部側に、放熱部材としてヒートシンク９１を伝熱部材９０を介して接合させて配置した
。
【００８２】
　これにより、前記第三の実施例における効果に加え、ヒートシンク９１の形状によって
、放熱効果をコントロールすることが可能となる。
【００８３】
　また、放熱部材としてペルチェ素子等の冷却効果のある電子部品を採用すると、さらに
放熱効果を向上させることが可能となる。
【００８４】
　（実施例５）
　本実施例に係る投射型表示装置は、
　光源が生じる熱を含む熱風を中空壁の中空部へ導くための導風路を有し、
　中空壁において放熱された風を再び光源へ導くための導風路を有し、
　両導風路と中空壁との間で連通された領域は筐体外部に対して閉鎖されている。それ以
外は実施例１乃至４の何れかと同じである。
【００８５】
　符号１２０１は光源であり、光源１２０１は容器１２０７に収容されている。光源１２
０１は不図示の送風装置により冷却される。図中矢印は風の流れを示し。光源１２０１を
通過した熱風は筐体１２０２である中空壁に送られる。
【００８６】
　中空壁に送られた熱風は中空壁の筐体外側の壁から放熱される。放熱される領域を１２
０２ａ、１２０２ｂに示した。本実施例では放熱される領域は筐体の一部である。もちろ
ん全部でも良い。
【００８７】
　本実施例では光源が生じる熱を含む熱風を中空壁の中空部へ導くための導風路１２０３
と、中空壁において放熱された風を再び光源へ導くための導風路１２０４とを有する。そ
のため中空壁の筐体１２０２と両導風路１２０３、１２０４と容器１２０７によって風は
閉鎖された形の中を循環する。風は容器１２０７外且つ筐体１２０２内にも放出されず、
また筐体１２０２外にも放出されない。符号１２０５、１２０６、１２０８は必要に応じ
て容器１２０７に設けられるライトバルブ、光学系（レンズやミラー）、フィルターであ
る。
【００８８】
　本図の下の図は光源が生じる熱を含む熱風を中空壁の中空部へ導くための導風路１２０
３付近を示す拡大模式図である。矢印は熱風の向きを示す。筐体１２０２は中空壁であり
、中空壁は間仕切り１２０９により強度が保たれている。この間仕切り１２０９の向きを
変えることにより熱風が筐体内を通過する方向を変えることも出来る。この間仕切りにも
更に不図示の穴を設けても良い。
【００８９】
　本実施形態に係る筐体として押出部材を用いることが好ましい。他の実施例と同様であ
る。そしてより具体的にはアルミニウムを材料とするものが好ましい。
【００９０】
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　本実施例に係る投射型表示装置は風の流路が閉鎖されているので静音が達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の第一の実施例を示した投射型表示装置Ｄ１の概略図
【図２】本発明の第一の実施例を示した投射型表示装置Ｄ１における投射ユニットの構成
を示した概略図
【図３】本発明の第一の実施例を示した投射型表示装置Ｄ１における外壁部材と投射ユニ
ットの構成を示した概略図
【図４】本発明の第一の実施例を示した投射型表示装置Ｄ１における外壁部材と投射ユニ
ットの構成を示した断面図
【図５】本発明の第一の実施例を示した投射型表示装置Ｄ１における外壁部材と投射ユニ
ットの構成を示した断面図
【図６】本発明の第二の実施例を示した投射型表示装置Ｄ２における外壁部材と投射ユニ
ットの構成を示した概略図
【図７】本発明の第二の実施例を示した投射型表示装置Ｄ２における外壁部材と投射ユニ
ットの構成を示した断面図
【図８】本発明の第三の実施例を示した投射型表示装置Ｄ３における外壁部材と投射ユニ
ットの構成を示した概略図
【図９】本発明の第三の実施例を示した投射型表示装置Ｄ３における外壁部材と投射ユニ
ットの構成を示した断面図
【図１０】本発明の第四の実施例を示した投射型表示装置Ｄ４における外壁部材と投射ユ
ニットの構成を示した概略図
【図１１】本発明の第四の実施例を示した投射型表示装置Ｄ４における外壁部材と投射ユ
ニットの構成を示した断面図
【図１２】本実施例の第五の実施例を示した投射型表示装置における外壁部材と導風路を
示す断面図
【図１３】従来の投射型表示装置Ｄ５を示した概略図
【図１４】従来の投射型表示装置Ｄ５における投射ユニットの構成を示した概略図
【符号の説明】
【００９２】
　１　投射ランプ
　１０１　発光管
　１０２　リフレクタ
　２　冷却ファン
　３　ライトバルブ
　４　投射レンズ
　５　全反射ミラー
　６　スクリーン
　２０　投射ユニット
　２０１　吸気口
　２１　導風ダクト
　２２　排気ダクト
　５０　筐体
　６０　筐体
　６１　外壁部材
　６１１　断面形状
　６１２　開口部
　６１３　排気口
　７１　外壁部材
　７１１　断面形状
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　７２　補助部材
　８１　外壁部材
　８１１　断面形状
　８１４　フィン形状
　９０　伝熱部材
　９１　放熱部材
　Ｌ１　投射光
　Ｌ２　投射光
　Ａ１　冷却風
　Ａ２　熱気
　１２０１　光源
　１２０２　筐体
　１２０３　導風路
　１２０４　導風路
　１２０５　ライトバルブ
　１２０６　光学系
　１２０７　容器
　１２０８　フィルタ
　１２０９　間仕切り

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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